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参加者種別
事前アンケートの結果について
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事前アンケートの結果について
関心のあるテーマ
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事前アンケートの結果について
運送の相手方を選定する重視している点（荷主）
重視して欲しいポイント（物流事業者）

5



事前アンケートの結果について
売上高に対する物流費の割合（荷主）
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売上高に占める物流費の割合は以前(20240401時点、
又はそれ以前)よりも増加している？（荷主）

事前アンケートの結果について
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事前アンケートの結果について
増加分は売価に転嫁されている？（荷主）

「転嫁未実施、時期未定」の理由（荷主）
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事前アンケートの結果について
現在収受できている運賃の水準は会社全体の平均で、標
準的運賃の何割くらい？（トラック事業者）
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現在収受している運賃で運送コストは賄えている？
（トラック事業者）

事前アンケートの結果について
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事前アンケートの結果について
現在一運行あたりの積載効率はどの程度？
（トラック事業者）
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事前アンケートの結果について
運送の依頼をお断りしたことはある？（トラック事業者）

お断りした理由（トラック事業者）
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事前アンケートの結果について
現在収受できている運賃・料金の水準は、会社全体の平
均で、適正と思われる額の何割くらい？
（トラック事業者以外の物流事業者）
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事前アンケートの結果について
参加者都道府県
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事前アンケートの結果について
説明会への参加経験

事業継続・物流の維持に関する不安の有無
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事前アンケートの結果について
トラックドライバーの「運送」に係る仕事の範囲はどこまで？
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事前アンケートの結果について
どのような作業を依頼されていますか。？
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作業をトラックドライバーにお願いしている理由（荷主）
事前アンケートの結果について

商品（製品）の運送過程を把握している？（荷主）
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事前アンケートの結果について
令和７年４月１日より、荷主にもトラック法の義務が生じ
ていることを知っている？（荷主）
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事前アンケートの結果について
「知っていた（未実施で実施時期未定）」、「知らなかった
（実施する予定なし）」の理由（荷主）
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トラック運送事業者の皆さんから
・総論としては少子化が全ての産業において活力を削いでおり、日本全体の地盤沈下の要因と
なっていると思います。各論としては物流の相対的な地位向上が必要、周知活動の重要性を感
じています。

・荷主への実費料金交渉の方法
元請トラック運送事業者の皆さんから
・トラックドライバーの賃金アップ
・運転手不足、運賃のアップが必須
・トラックドライバーの処遇改善、賃金アップ
利用運送事業者の皆さんから
・多重下請け構造の改善で、取引物流事業者の見直し
・料金体系 多重下請け 高齢化 などなど
・ドライバーの人員不足
・将来に向けた「運べなくなるリスク」回避の対応について｡ 運賃値上げだけではなく､運送事業者
の取り巻く環境の体制作り(例 430問題のドライバー休憩する場所の確保､特に高速道路)

発荷主の皆さんから(1)
・物流２法
・改正法に伴う基礎知識とその対応方法
・2024年問題への対応、物流２法改正への対応
・認識レベルの向上

事前にいただいた問題意識等
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発荷主の皆さんから(2)
・荷主、運送会社が一体となることができる施策（損得勘定より社会問題への対策)
・荷主、物流事業者間の情報共有、協働
・荷主・輸送業者間の相互理解。例えば、荷待ちなどの待機時間に関する理解と短縮するための
意識や施策（輸送業者からの提案含む）(例)輸送業者からの積載・輸送に関する効率化の
提案、相互理解のための荷主と輸送業者間の会合など

・相互理解
・トラックを待たせない工夫
・トラックの待ち場所(高速道路など)
・待ち時間が長いが故に路上駐車が多いので交通の妨げ事故の危険性がある。
・LTの延長（翌日配送の緩和）
・トラックドライバーの十分な確保（待遇改善）、モーダルシフト、DXの推進、積載率向上
・各種の業界に合った運用
・荷待ち時間の測定方法の確立
・全拠点において荷待ち時間可視化・計画準備を鋭意推進中です。
・物流業界の環境改善とDX化による積載率アップ、効率的な配送ルートなど。また、無人配送の
開発・適用

・ダブル連結トラックや無人運転が可能となるインフラの整備
・効率輸送の徹底、リユース可能なパレットの共通化、共用化
・共通プラットフォームの整備、構築（レンタルパレット、バース予約システム等）
・バーコード検品システムの状況

事前にいただいた問題意識等
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着荷主の皆さんから
・多重下請け構造の解消による実態把握、ドライバー確保のために充分な納品リードタイムと計画
発注

・荷主企業の当事者意識をどのように向上させるか。
・担い手不足。
倉庫事業者の皆さんから
・ＤＸ（必要マテハン）、トラック予約システム改善、モーダルシフト化、輸送効率化など。
・荷主企業の当事者意識をどのように向上させるか。
その他の皆さんから
・荷主の意識改革
・荷受けする側や消費者の意識改革、それを後押しする仕組みや料金体系の導入
・発着事業者双方の解決に向けた協力体制構築を実現するための意見交換会
・トラックドライバーの賃金アップ、残業代相当額の補填
・人材確保対策として免許取得費の助成、悪質行為事業者の規制、荷主・メーカー自身の諸経
費の価格転嫁、置き配について：EC事業者と購入者に対する周知徹底、運送事業者の階層
分け、軽貨物の普通車利用。

・業者業態を超えた共同配送
・SAの駐車スペースが見つからない場合で走ってしまい4時間30分以上経過すると違法になってし
まうが物理的にスペースがなければ難しい。しかし、一度おりてしまうと高速道路の割引がリセットさ
れてしまうことが問題でおりたくない心理が働く。一部で実証はやっているものの、休憩・休息・荷
待・中継のために一度おりて戻る際の割引継続を全国でやるべきではないか。

事前にいただいた問題意識等
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1

最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年10月21日～11月21日 ※順不同

2次元
コード関係省庁公表日トピック(報道発表)

経済産業省R7.10.30「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」をオープンしました
https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251030004/20251030004.html

厚生労働省R7.10.31
11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65204.html

関東運輸局
公正取引委員会R7.10.31

公正取引委員会と関東運輸局トラック・物流Ｇメンとの合同荷主パトロールの実施
について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251031_jftc_kantopatrol.html

中国運輸局
公正取引委員会R7.11.4

中国運輸局・公正取引委員会中国支所が合同で荷主等パトロールを実施
します！！
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251104_chugok
u_patrol.html

沖縄総合事務局
公正取引委員会R7.11.4

沖縄総合事務局総務部公正取引課及び運輸部陸上交通課による合同荷
主パトロールの実施について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251104_okinawa
_SAPApatrol.html

四国運輸局
公正取引委員会R7.11.5

公正取引委員会四国支所及び四国運輸局によるトラックドライバーに対する聴取
り・周知の実施について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251105_SAPApatrol%20kag
awapref.html/
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2

最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年10月21日～11月21日
2次元
コード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R7.11.6
「中小物流事業者の労働生産性向上事業（テールゲートリフター等導入等支援）」の
２次公募を実施します！！
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000344.html

国土交通省R7.11.7「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」の提言を取りまとめました
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000952.html

公正取引委員会R7.11.7
「令和8年1月施行！下請法は取適法（とりてきほう）へ」改正ポイント説明会（オンラ
イン）の追加開催について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251107toritekishikoku.html

中小企業庁R7.11.10新事業進出補助金の第2回公募の申請受付を開始しました
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2025/251110001.html

公正取引委員会R7.11.10
物流全体で適切な価格転嫁を～道内では初の北海道運輸局と連携した合同荷主
パトロールを実施～
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251110_hokkaido_patrol.html

四国運輸局
公正取引委員会R7.11.11

公正取引委員会四国支所及び四国運輸局によるトラックドライバーに対する聴取
り・周知の実施について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251111_SAPApatrol%20kou
chipref.html/

※順不同
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年10月21日～11月21日

2次元
コード関係省庁公表日トピック(報道発表)

北海道運輸局
公正取引委員会R7.11.10

物流全体で適切な価格転嫁を～道内では初の北海道運輸局と連携した
合同荷主パトロールを実施～
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251110_hokkaid
o_patrol.html

経済産業省
公正取引委員会R7.11.11

サプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請し
ました
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251111007/20251111007.html

近畿運輸局
公正取引委員会R7.11.12

公正取引委員会近畿中国四国事務所及び近畿運輸局による合同荷主パ
トロール等の実施について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251112_kinki_sh
itauke.html

東北運輸局
東北経済産業局
公正取引委員会

R7.11.20

公正取引委員会東北事務所、国土交通省東北運輸局及び経済産業省東
北経済産業局による合同荷主パトロールの実施について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251120_tohoku_
patrol.html

国土交通省R7.11.20
物流・自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について
～今冬の立ち往生の発生を抑止するために～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_005608.html

※順不同
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年10月21日～11月21日

2次元
コード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R7.11.21
令和７年度「年末年始の輸送等に関する安全総点検」の取組を実施しま
す～輸送機関等における事故やテロの防止対策実施状況等の点検～
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo04_hh_000027.html

国土交通省R7.11.21

違法な「白トラ」への規制が令和８年４月１日から強化されます
～「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を
定める政令」等を閣議決定～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html

内閣府R7.11.21
「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希
望に変える～(令和７年１１月２１日閣議決定)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html

※順不同
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トラック・物流Ｇメンによる荷主等集中監視月間 (2025.10-11月)

国土交通省では、本年10月・11月を「集中監視月間」と位置づけて、適正な
取引を阻害するおそれのある行為をしている荷主や元請事業者に対する監視を
強化します。

（主な取り組み）
〇積極的な情報収集、是正指導

・様々な手法による情報などの活用
・トラック事業者、倉庫業者に対するプッシュ型情報収集を積極的に実施
・違反原因行為等の疑いがあると認められた荷主・元請事業者（荷主等）に対する、
働きかけ等の是正指導

〇公正取引委員会との連携活動
・全国規模で連携し、各地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が荷主等の
営業所、物流拠点に対する合同荷主パトロールや高速道路のSA・PA等におけるト
ラックドライバーに対する聴き取り等により、荷主等による違反原因行為の未然防止
等の観点から、改正物流法や取適法の周知啓発活動等を積極的に実施。

〇全国のトラック・物流Ｇメンが東京に集合して行う大規模合同パトロール
公正取引委員会事務総局職員も参加 33



全国トラック・物流Ｇメンによる東京合同パトロール
各地方運輸局・沖縄総合事務局のGメンが東京に参集し、大規模な合同パトロールを実施

九州運輸局

全地方局トラック・物流Ｇメン東京合同パトロール
直接又は、目安箱に寄せられたが、申告者の連絡先が不
明など情報の精査ができない「声」を、一般的教示として
大企業の多い東京地域の荷主等に周知。

東京には、全国の大企業の44.2%が集中しており、地方に本社を持つ企業の主要支店も数多く存在している。
全国のトラック・物流Ｇメンは、各所管区域において、常態的な荷待ちや附帯作業、運賃の据え置等、違反原因行為に関わる情
報を収集しているが、その源泉は東京に本拠、主要支店を持つ企業の依頼によるものであることが多い。
そこで、実際にトラツク事業者の「声」を聞いた各地方局Ｇメンが、東京の荷主等にその「声」を届ける活動として東京における大
規模な合同パトロールを実施することとした。
更に、令和8年1月の取適法施行を前に、公正取引委員会が合同パトロールに参加することで連携を強固なものとする。

34
（合同パトロール実施のメリット）機動力：一度に多くのポイント(荷主拠点)を捕捉。集団効果：荷主への緊張感を醸成し、説明を聞く体制をつくる。

エリア匿名性の確保：特定エリアのトラック事業者・ドライバーを対象とした意趣返し、犯人探しを防ぐ。

公正取引委員会と連携した周知活動
令和8年1月の中小受託取引適正化法(取適法)施行を
前に、面的執行(事業所管庁による指導)。を実現するた
め、国交省、公取が連携した周知活動を行う。

沖縄総合事務局

北陸信越運輸局

東北運輸局

北海道運輸局

中部運輸局

中国運輸局

近畿運輸局

34

四国運輸局

関東運輸局



東京合同パトロールの様子

国交省・公取幹部から訓示を受ける
Ｇメン、公取職員、Ｇメン調査員

出動前、当日の行動について打ち合わせ
を行うＧメン・Ｇメンアシスタント

荷主等の事務所に立ち入るＧメン

荷主等に対し、物流効率化法、中小受託取引適正化法の説明を行うとともに、物流効率化への取組みについて
聴取するＧメン・公取職員 35



合同パトロール結果

種別毎訪問件数

訪問件数合計：121件

パトロールの内容内訳

資料手交・説明 72

資料手交のみ 29

資料投函 2

現地確認のみ 18

36

元請トラック事業者 8

その他
物流事業者 19

建設関係 8

鉄鋼関係 3

機械・化成品等製造
32

小売り 17

食品・飲料関係
28

その他荷主 2
その他 3



パトロール結果対応者面談訪問先

トラック・物流Ｇメンは良く知っていて、荷主向けの説明でも良く使
わせていただいている。
荷主が耳を傾けるようになった。交渉がしやすくなった。
協力会社なしでは物流は維持できない。一方でその要求をすべて
荷主にぶつけられないジレンマについて吐露。

執行
役員〇元請トラック

事業者

パレット化を行い荷待時間の削減に取り組んでおる。しかし、荷卸
し後の荷捌き能力が不足しているため、結果、荷待ちが発生して
しまうこともあるため、そこを課題とし改善に向け対応中である

部長
クラス○その他物流事

業者

トラック・物流Gメンのことは知っている。当社はアスファルト鋼材等
を運搬する下請を抱えており、契約は各工場（全国90箇所）と
運送会社が結んでいるが、本社にて契約書に必要な事項が盛り
込まれているか、適切な交渉を行っているかを確認している。

部長
クラス〇建設関係

各工場で場内のトラックの滞留時間を把握するためバース予約シ
ステムを導入。
特定荷主に該当するため、改正法についても確認しており、今後
国交省に相談できるとうれしい。また調達部門として適正原価の
議論の行方に注視している。

専務
取締役〇鉄鋼関係

合同パトロール 面談等実施状況(資料手交・説明）
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パトロール結果対応者面談訪問先

物流本部はできて５年目、運送会社に負荷をかけないような受
発注を全社に伝えている。幹線は自社のみでも取り組めるが、ラ
ストワンは自社のみで改善は難しい。着荷主(スーパー等)も変わ
らないと。顧客(着荷主)からは不満を言われることもあったが、運
んでもらえなくなると説明し、交渉している。

部長
クラス〇

食品・飲料関
係

付帯作業に時間あたり又は資材１つあたりの単価を設定して、ま
ずはそれを発荷主である我々がトラック事業者に払い、着荷主に
請求してコストダウンの観点で作業を減らしていく。

執行
役員〇

物流費の詳細を知りたい。値切りたいわけではなく、内訳の変化
を知ったうえで、費用負担が必要なものには確実に予算を回して
物流を維持することが、商売の継続につながると考えているため。

課長
クラス〇機械・化成品

等製造

Ｇメンについては知っており、物効法(１日あたり配送回数を３回
から２回に減(チルド、低温帯)、共同配送での積載率向上、バ
ラからパレタライズへ変更依頼)、取適法(運営会社と運送会社の
契約等の確認、法務部と商品本部で勉強会、社内周知)とも取
り組んでいる。パレタライズ推進にあたり、パレット規格の標準化が
交渉のネックとなっている。

係長
クラス○小売り

合同パトロール 面談等実施状況(資料手交・説明）
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（１）物流の効率化

【物流DX等による生産性向上・担い手の多様化の推進】

【物流GXの推進】

水素スタンドFCVトラック

H2

無人フォークリフト 無人搬器送機

【多様な輸送モードも活用した新たなモーダルシフト（新モーダルシフト）の推進】

大型コンテナ・海運シャーシ

（大型トラックと互換性のある規格）

【物流標準化・データ連携の推進】

【物流拠点の機能強化】

導入支援

非常用電源設備

地域の産業振興等と
連携

テールゲートリフタードローンによるラストワンマイル配送の効率化

高速道路での自動運転トラック

※令和６年２月16日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定

○ 「2030年度に向けた政府の中長期計画」※に基づき、①物流の効率化、②商慣行の見直し、③荷主・消費者の行動変容
を柱とする施策を一体的に講じ、地方創生を支えるインフラである物流を革新。

（２）商慣行の見直し （３）荷主・消費者の行動変容

荷待ち・荷役
3時間超

【改正物流法の施行に向けた執行体制等の整備】

荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳

真荷主 元請事業者

１次下請け

２次下請け…

n次下請け
（実運送事業者）

多重下請構造のイメージ 月当たりの「働きかけ」「要請」「勧告」平均実施件数

【宅配ロッカー等の多様な受取方法等の普及促進】
駅や公共施設の
コインロッカー等を活用

宅配ロッカー情報

【トラック・物流Gメンの執行強化】

ダブル連結トラックの導入促進

航空機の空きスペース等の有効活用

物流の革新や持続的成長に向けた中長期計画を踏まえた取組の推進 令和6年度補正予算案 80.0億円
財政投融資 290.0億円
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（公財）全日本トラック協会ＨＰより
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（公財）全日本トラック協会ＨＰより 42



（公財）全日本トラック協会ＨＰより 43



（公財）全日本トラック協会ＨＰより 44



（公財）全日本トラック協会ＨＰより 45



（公財）全日本トラック協会ＨＰより 46
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異常気象時下における輸送の目安の設定
異常気象時において、トラック運送事業者が輸送の安全を確保することが困難な状況下で荷主が輸送を強要し、トラック
が横転や水没するような事態が生じている状況を受け、令和２年、国交省が「異常気象時における輸送（措置）の目
安」を整理。
荷主団体に対して、輸送の安全の確保が困難な状況下での輸送依頼を抑制するよう、傘下会員への周知を依頼。
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社会的地位の向
上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラックドライバーの適切な賃金の
確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を改正するとともに、それを担保するための新
法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの更新
制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、他
の事業者に運送を委託するときは、国土交通大臣が定
める「適正原価」を継続して下回らないことを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、元
請として運送を引き受ける場合、再委託の回数を二回
以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック（い
わゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）荷主等に
対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適切・効
率的に実施できるよう独立行政法人に行わせる等必要な
体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 ⑴
①について更新手数料等によるほか、⑴②について広く
社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置等を本
法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進

を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者会議を

設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のため
の体制の整備等の推進に関する法律

担
保

（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制
（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に

該当するものとして是正指導を実施
（※）標準的運賃については廃止
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【貨物自動車運送事業法】

施 行 施 行
（令和7年6月11日）

公 布

○委託次数の制限
○違法な白トラに係る
荷主等の取締

○書面交付義務等の
利用運送事業者への適用

１年以内

○許可基準追加、許可更新制度
○適正原価の遵守義務
○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の
告示

更新の申請及び審査の開始
（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）
公 布

３年以内

即日施行

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の
措置等を３年以内を目途として講じる

１．トラック適正化二法の施行時期

（令和8年4月1日）
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２．委託次数の制限

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送について、他の
トラック運送事業者の行う運送を利用するときは、委託段階を２次までに制限するために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。

（１）元請け事業者は、自らを「ゼロ次」とした場合、「２次請け」＝再々委託
までに制限するルールを設けること等が必要となる。

（２）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一種自
動車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運送事業者に
対しても適用される。

（３）その他、運送契約書面の交付義務、実運送体制管理簿の作成義務
等が、貨物利用運送事業者（第一種自動車・第二種集配）に対し
ても適用されることとなる。

<今後の取引構造>

真荷主 元請事業者

１次委託事業者

２次委託事業者
（実運送）
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〇何人も、無許可でトラック運送事業を営む者に貨物の運送を委託してはならない。
（これに違反した者は、100万円以下の罰金に処する。）

３．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り ①

現在の法律では、違法「白トラ」で運送した側が処罰対象。また、荷主側は
幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り、処罰対象。

その範囲は狭く、また、立証も難しいのが実情。

今後は、荷主側が違法「白トラ」と認識して発注しただけで違法となり得る
ため、荷主側の関心や遵法意識が向上し、効果的に抑止力が発揮されるこ
とが期待される。
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〇 違法「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、トラック・物流Gメンが
是正指導を行うことができる。

（1）国土交通大臣は、違法「白トラ」の原因となるおそれのある行為に関連し、
荷主等に対し、是正指導を実施。
①当該行為をしているおそれがあると認めるとき

⇒  荷主等に対し、 要請 を実施

②当該行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき

⇒  荷主等に対し、 勧告・公表 を実施

（２）関係省庁も、違法「白トラ」の効果的な防止を図るために必要な協力を実施。

（３）各都道府県トラック協会は、荷主等が違法「白トラ」に関係していると疑うに
足りる事実を把握したときは、国土交通大臣に対して通知。

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り ②
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① 事前アンケートの結果について
② 参加者の問題意識共有
③ 最近のトピック（各省報道発表資料等）
④ 物流改正法ご質問への回答
⑤ 物流関係者からの情報提供

「中小企業の運送会社における中継輸送の取り組みについて」
志和貨物自動車株式会社様、株式会社ヒサマツホールディングス様

⑥ 参考資料



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．海上コンテナ輸送について
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Ｑ．コンテナ入出荷の場合、超過に応じて超過分の費用請求を受
ける契約となっているのですが、コンテナ輸送の荷量は、取扱貨
物荷量の対象や荷待ち時間等の管理対象となりますか。

Ａ．コンテナで入出荷される貨物が、トラックに乗せられて国内輸送されるならば、
コンテナ輸送の場合でも荷量は取扱貨物荷量の対象となり、荷待ちは荷待
ち時間等の管理対象となります。（物効法の規制的措置は、国内のトラック
事業者に委託される運送の効率化が目的であるため）

物流改正法 質疑応答

「物流パターンごとの荷主の考え方」1-1通常物流、4-4. 海外への運送
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-mindset-logistics-pattern_ver.1.2.pdf
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．消費者を対象にした輸送について
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Ｑ． 消費者を対象とした宅配便の集荷／配送について、取扱貨物
荷量や荷待ち時間等の管理対象外の認識でよいですか。

Ａ．荷主に関する届出省令において、一度に受渡しを行う貨物重量が150キロ
未満の小口の宅配便は重量算定において考慮しないことができるとされてお
り、荷待ち時間等の計測対象からも除外することが可能です。
ただし、物効法における荷主とは、「自らの事業に関して」運送契約を結ん

だりドライバーとの間で貨物の受渡しを行ったりする者を指すため、宅配便など
事業者・消費者間の物流の場合、事業者でない個人消費者は荷主に該当
しませんが、荷主である事業者は努力義務の対象となります。

物流改正法 質疑応答

「物流パターンごとの荷主の考え方」4-1. 事業者・消費者間の物流
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-mindset-logistics-pattern_ver.1.2.pdf
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定荷主の指定に係る取扱貨物重量について
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Ｑ． 特定荷主・特定連鎖化事業者の取扱９万トン以上/年にお
ける判断において下記実態についての考えを教えてください。①

（前ページから）
・原材料調達物流は含むのか、外注生産は含むのか、完成品
のみなのか？
Ａ．原材料調達物流も含みます。
・販促物や見本品、事務所関連物流や、廃棄、返品なども含
むのか？
Ａ．販促品等についても、自らの事業に関して継続して、トラックドライバー
に運んでいただいているものは含みます。ただし、事業に関して通常必要と見
込まれない単発・突発の貨物は除かれます。また、「軽量な資材や事務用
品」に該当する場合は、当該事業者の対象貨物の重量の合計の１％程
度までであれば、算定対象から除くことができるものしています（届出省令
第１条第２項） 。 （次ページに続く）

物流改正法 質疑応答
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Ｑ． 特定荷主・特定連鎖化事業者の取扱９万トン以上/年にお
ける判断において下記実態についての考えを教えてください。②

（前ページから）
・海外からの輸入後の再輸出もしくは、工場から物流センター
への入庫と卸様への配送はダブルカウントなのか？
Ａ．拠点ごとの配送については、ケースにもよりますが、基本的にはトラック
輸送の回数×重量となります。
・最終消費者様にからむ物流部分のカウント方法は？
Ａ．原則としては含みますが、特別宅配貨物（一度に受渡しを行う貨物
重量が150キロ未満の小口の宅配便）に該当する場合は、荷主としての
取扱貨物重量の算定対象から除外することができることとなっています（届
出省令第１条第２項）。

（次ページに続く）

物流改正法 質疑応答
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Ｑ． 特定荷主・特定連鎖化事業者の取扱９万トン以上/年にお
ける判断において下記実態についての考えを教えてください。③

（前ページから）
・特定事業者の対象は自己判断で国から対象会社指定があ
るわけではないという理解ですがその認識で合ってますでしょう
か？
Ａ．特定事業者の指定は、まずは事業者から届出を提出いただき、当該
届出を出した事業者に対して指定をしますので、届出を出していない事業
者を指定することはありません。

ただし、特定事業者の指定に関し、国は貨物の受渡し状況等について報
告の徴収や立入検査を行うことができることとなっており、そこで特定事業者
に該当するにもかかわらず届出をしていなかった場合等は、罰金が科せられ
ることとなります。特定事業者の指定基準に該当するかどうかは、各事業者
の責任において判断しなければなりません。

物流改正法 質疑応答
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Ｑ． 第二種荷主を卸売り業者とした場合、第二種荷主が受け取
る貨物量と、第一種荷主から到着する（≒荷下ろしされる）貨
物量は同じになるという考えで正しいですか？

Ａ．自社物流センターから荷積みされた量（卸会社あて貨物量）と、卸会社
倉庫に荷卸しされる量は同じになるということで良いかという質問であれば、第
一種と第二種の貨物量（重量）は基本的には同量になると思われます。
もっとも、取扱貨物重量の算定方法について、発荷主と着荷主とで同一の

方法を用いなければならないといった決まりはないので、発荷主と着荷主とで
把握している重量が異なっていたとしても直ちに問題であるというわけではあり
ません。

物流改正法 質疑応答
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．第一種荷主／第二種荷主への該当について
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Ｑ． A社から製造受託した製品を当社工場で製造し、製造された
製品はA社とその取引先B社との間での商取引に基づいて輸
送されます。このケースにおいては、当社は第一種荷主にも第
二種荷主にも該当しないという理解で正しいでしょうか？

Ａ．運送契約の締結を誰が行っているか、貴社が自社トラック以外のトラックとの
間で貨物の受渡しを行うかによって、以下のとおりとなります。

①．製造した製品について、相談者（工場）が、トラックと契約してＢ社まで
運んでもらっている場合は第一種荷主（トラック事業者と契約する者）に該
当します。

②．製造した製品をA社orＢ社が契約したトラック若しくはＢ社自身が所有す
るトラックが引き取りに来る場合は第二種荷主（トラック事業者に貨物を受
け渡す者）に該当します。

③．製造した製品を相談者（工場）が自社の配送用車両（白ナンバーのバ
ンもしくはトラック）にてＢ社まで運ぶ場合はどちらにも該当しません。

物流改正法 質疑応答
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荷主の区分の考え方

79

自社トラック以外の
トラックを貨物の
運送・受取りに
利用していますか？

運送契約の締結は
誰が行っていますか？

①自社
（元請けトラック事業者、
物流子会社、３ＰＬ等に
委託する場合を含む。 ）

②取引先
（取引先の社用トラックを
利用する場合を含む。 ）

①自社トラック
以外のトラックで
運送する貨物の
年間重量はいくら
ですか？

②自社トラック
以外のトラックとの
間で受け取る・
引き渡す貨物の
年間重量はいくら
ですか？

はい

いいえ

①

②
物流効率化法上の
荷主には該当しない
※物流に関わる事業者に
は物流効率化法第32条
の責務規定がかかります。

9万トン
以上

9万トン
未満

9万トン
以上

9万トン
未満

特定第一種荷主
※中長期計画、定期
報告等の対応が必要

第一種荷主
※努力義務のみ

【留意事項】
• 運送事業者との運送契約について、自社契約、取引先契約（自社で貨物の受渡しを行うものに限る。）の両方が
ある場合、第一種荷主、第二種荷主の両方に該当します。（フローチャートの①、②両方に該当します。）

• 取扱貨物の重量は、受取り、引渡しで区別せず、自社契約分、取引先契約分のそれぞれで、受取り分と引渡し分
の貨物重量を合算します。（例えば、年間受取貨物重量５ 万ｔ、年間引渡貨物重量５万ｔ、いずれも取引先契約
の運送事業者とやり取りしている場合、 第二種荷主としての取扱貨物重量10万ｔとなり、特定第二種荷主に該当
します。）

特定第二種荷主
※中長期計画、定期
報告等の対応が必要

第二種荷主
※努力義務のみ

「物流パターンごとの荷主の考え方」から

A③

A①

A②



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．積載効率（積載率）の把握について

80



Ｑ． 荷主に積載効率を把握する必要は無いとの事ですが、積載率
も把握しなくても良いのでしょうか？

Ａ．積載効率の直接把握を荷主に義務化していないのは、実車キロの把握な
ど、荷主には把握不能な点があるためです。
積載率も物効法では測定義務は課されていませんが、積載効率向上に向

けた努力義務の進捗状況把握などのための指標として、把握可能であれば、
把握していただいて改善に活用いただければと思います。
なお、「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加（積載

効率の向上等）」は、荷主だけでなくトラック事業者の努力義務としても定め
られています。トラック事業者は輸送網の集約、配送の共同化、実車率の向
上等の措置を通じた積載効率の状況や、改善に向けた取組及びその効果を
適切に把握することが求められますが、定期報告において、積載効率の数字
そのものを報告いただく必要はありません。

物流改正法 質疑応答
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荷主判断基準の解説書／貨物自動車運送事業者等の判断基準の解説書
積載効率＝積載率×実車率。
積載率＝積載重量／最大積載重量だが、例えば比重の小さい貨物については容積ベースで考えるな

ど、実情に応じて把握いただくことが可能。（※実車率＝実際に貨物を積んで走行した割合）



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．荷待ち時間等の短縮の目標について
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Ｑ． 経産省の資料の基本方針のポイント（１）トラックドライ
バーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標のなかで、
①１回の受渡しごとの荷待ち時間等は１時間以内となってい
ますが、以前は２時間以内で説明されていたのではないでしょ
うか。

Ａ．ご指摘のとおり、この部分は以前の資料と直近の資料とで言及するポイント
が変わっています。
以前の資料では「１運行当たり荷待ち時間等を（全国平均で）計２時

間以内に削減」という目標に言及していましたが、ご覧いただいた直近の資料
では「（荷主等は）１回の受渡しごとの荷待ち時間等１時間以内」という
目標に言及しています。
基本方針においては、当初から両方の目標が定められています。

（次ページに続く）

物流改正法 質疑応答
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（１）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標
・ 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり、安全性の確保を前提に、荷主・物流事業者・施設管理者等
の物流に関わる様々な関係者が協力し、令和10年度までに、以下の目標の達成を目指す。
① ５割の運行で、１運行当たりの荷待ち・荷役等時間を計２時間以内に削減（１人当たり年間125時間の短縮）
② ５割の車両で、積載効率50%を実現（全体の車両で積載効率44％に増加）

（２）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する施策
・ 国と地方公共団体は、自らが荷主や施設管理者になる場合、率先してドライバーの運送・荷役等の効率化に資する措置等を実施
・ 国は、設備投資・デジタル化・物流標準化、モーダルシフト、自動運転トラック・ドローン物流の実用化、物流人材の育成等を支援

（３）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し荷主・物流事業者等が講ずべき措置
・ 積載効率の向上等 ・ 荷待ち時間の短縮 ・ 荷役等時間の短縮

（４）集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する
国民の理解の増進

・ 再配達の削減や多様な受取方法等の普及促進 ・ 「送料無料」表示の見直し
・ 返品の削減や欠品に対するペナルティの見直し

（５）その他トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの
運送・荷役等の効率化の推進

・ 物流に関わる多様な主体の役割（地域の産業振興やまちづくりとの連携、経済界全体での理解増進 等）
・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の前提（中継輸送拠点の整備、「標準的運賃」の浸透 等）

基本方針のポイント ※本年（2025年）４月１日施行

【荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳】

荷待ち・荷役
3時間超

○国交省・経産省・農水省３省の審議会の合同会議※の取りまとめを踏まえ、本年４月１日より、新物効法に
基づく運送・荷役等の効率化に向けた基本方針、荷主・物流事業者の努力義務、判断基準等を施行。

新物効法の施行に向けた検討状況

※交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議

（ドライバー実態アンケート調査(R6)より）

2025年３月時点の資料

この資料では「１運行当たり」の荷待ち時間等
の削減に言及しています。
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（１）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標
・ 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラであり、安全性の確保を前提に、荷主・物流事業者・施設管理者等
の物流に関わる様々な関係者が協力し、令和10年度までに、以下の目標の達成を目指す。
① トラックドライバー１人当たり年間125時間の拘束時間の短縮（１回の受渡しごとの荷待ち時間等１時間以内など ）
② 全体の車両で積載効率44％に増加（５割の車両で積載効率50%を実現など）

（２）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する施策
・ 国と地方公共団体は、自らが荷主や施設管理者になる場合、率先してドライバーの運送・荷役等の効率化に資する措置等を実施
・ 国は、設備投資・デジタル化・物流標準化、モーダルシフト、自動運転トラック・ドローン物流の実用化、物流人材の育成等を支援

（３）トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し荷主・物流事業者等が講ずべき措置
・ 積載効率の向上等 ・ 荷待ち時間の短縮 ・ 荷役等時間の短縮

（４）集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する
国民の理解の増進

・ 再配達の削減や多様な受取方法等の普及促進 ・ 「送料無料」表示の見直し
・ 返品の削減や欠品に対するペナルティの見直し

（５）その他トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの
運送・荷役等の効率化の推進

・ 物流に関わる多様な主体の役割（地域の産業振興やまちづくりとの連携、経済界全体での理解増進 等）
・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の前提（中継輸送拠点の整備、「標準的運賃」の浸透 等）

基本方針のポイント ※2025年４月１日施行

【荷待ちがある1運行の平均拘束時間と内訳】

荷待ち・荷役
3時間超

○国交省・経産省・農水省３省の審議会の合同会議※の取りまとめを踏まえ、本年４月１日より、改正物効法
に基づく運送・荷役等の効率化に向けた基本方針、荷主・物流事業者の努力義務、判断基準等を施行。

改正物効法の基本方針の概要

※交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議

（ドライバー実態アンケート調査(R6)より）

2025年９月時点の資料

この資料では「１回の受渡しごと」の荷待ち時
間等の削減に言及しています。
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令和７年２月に公表された「貨物自動車運送役務の持続可能な提供の
確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本方
針」には、「現状、運転者の一運行の平均拘束時間のうち、荷待ち及び荷
役等にかかる時間が合計約三時間と推計されていることを踏まえ、この一運
行当たりの荷待ち時間等が全国平均で合計二時間以内となるよう荷待ち
時間等を削減する必要がある。また、これを踏まえ、荷主等は、一回の受渡
しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を一時間以内と設定し
つつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、二時間を超
えないよう荷待ち時間等を短縮するものとする。」と記載されています。
つまり、荷待ち時間等について、「１運行当たり」では全国平均で合計２時

間以内に削減、「１回の受渡しごと」ではそれぞれの荷主等が目標時間を原
則１時間以内に設定することが基本方針の目標として定められています。
もっとも、物効法の規制的措置は特性の異なる様々な事業者が対象にな

る制度なので、全ての事業者に一律の数値目標を課すものではなく、「１運
行当たり２時間以内」は全国平均の目標、「１回の受渡しごとの荷待ち時
間等」も業界特性その他の事情を考慮することとしています。

（前ページから）
物流改正法 質疑応答
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．外部・寄託倉庫の荷待ち時間等短縮について
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Ｑ． 物流効率化法で、工場の外部倉庫や寄託倉庫の作業も管
理（主体的に改善）する必要があるのでしょうか？
※特定荷主としての報告義務の話では無く、同法が全荷主に求
めている努力義務についての質問です。

Ａ．（すべての）荷主の荷待ち時間等短縮に係る努力義務の対象となる施設
は、①自身が管理する施設、②寄託先が管理する施設 の両方が該当しま
す。
②についても荷主の荷待ち時間等短縮に係る努力義務の対象となりますが、

①と②で荷待ち時間等短縮のために効果的な取組は異なると思われます。
②については、例えば寄託先への早期の入出庫発注、貨物に係る情報の事
前通知による検品の効率化、といった取組をご検討ください。
同時に、寄託先の倉庫業者にも自身が管理する施設における荷待ち時間

等短縮の努力義務が課せられているので、荷主と倉庫業者とで相互に取組
について提案をする等、協力・連携して取り組んでください。

物流改正法 質疑応答
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定倉庫業者の指定に係る保管量について
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Ｑ． 特定倉庫業者の７０万トンの算出法ですが、①令和６年１
年間の月末在庫数量の総計、②１～１２月の月末在庫の
平均値、③当該倉庫会社の決算年度末の月末の数量、④暦
年末の１２月末の数量、のいずれでしょうか?これら以外の算
出法があるのでしょうか?

Ａ．特定倉庫業者の指定に係る保管量は、「当該年度の前年度における入庫
ごとに重量を算定し、それらの重量を合算して得た重量」である旨が定められ
ています（令第９条第１項）。
よって、倉庫業者の場合、「前年の４月から当年の３月までの１年度間の

入庫量」を算定し、当該重量が70万トン以上となる場合、当年５月末日ま
でに届け出る必要があります。
入庫重量の算定方法は、実測のほか、貨物の容積を重量に換算する方法

や、寄託契約で定められている重量によって計算する方法なども認められてい
ます（規則第13条）。

（次ページに続く）

物流改正法 質疑応答
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なお、合同会議取りまとめ案についてのパブリックコメントにて以下の回答が
公表されています。
「貨物の保管量（入庫量）」が多いほど、トラックドライバーへの負荷が大き

くなり、荷待ち時間等の短縮に向けた取組の効果が大きくなると考えられるた
め、「貨物の保管量（入庫量）」を特定倉庫業者の指定基準値の算定指
標としたところ。」

（前ページから）

物流改正法 質疑応答
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Ｑ． 特定倉庫業者該非の保管量のカウントには、営業倉庫の他
に、コンテナヤードやCFS、野積み場、上屋も入りますでしょう
か？

Ａ．特定倉庫業者の指定基準としての保管量（入庫量）は、「営業倉庫にお
いて」寄託を受けた貨物の重量となるので、営業倉庫以外の自家用倉庫等
における保管量（入庫量）は算定の対象外となります（令第９条第２
項） 。

物流改正法 質疑応答
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物資の流通の効率化に関する法律施行令
（特定倉庫業者の指定に係る保管量）
第九条 法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨
物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の
比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た
重量とする。
２ 前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者（倉庫業法第七条第一項に規
定する倉庫業者をいう。）がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。
３ 法第五十五条第一項の政令で定める保管量は、七十万トンとする。



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．社内各部門や取引先との交渉について
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Ｑ． 当社営業部門が得意先発注部門と契約した内容に関して、
当社出荷部門（生産管理部門など）と納品先着荷部門（得
意先物流センター部門など）と直接交渉することは、実務上
ハードルが高い（会社間のハレーションが生じる）ことになりか
ねません。

Ａ．会社間の交渉窓口をどこにされるかは会社の判断になろうかと思われますが、
その前に荷主の組織内において、物流が適正に回るようにするにはどうするべ
きかを御相談いただいたうえで、得意先との契約、発注の際交渉していただく
必要があろうかと思います。
第一種・二種荷主、連鎖化事業者には、措置が適正かつ円滑に行われる

よう、貨物の運送に関係する各部門間の連携促進を図ることが判断基準と
して示されています。

物流改正法 質疑応答
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経営管理
（事業計画策定）

営 業
（販売・調達）

工 場
（開発・生産）

物流センター
（流通・在庫管理）

相互尊重
情報共有

※連鎖化事業者（フランチャイズ本社）については、連鎖対象者（フランチャイズ）との連携も促進。
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例④

措置が適正かつ円滑に行われるよう、貨物の運送に関係する各
部門間の連携促進を図る。

第一種荷主
第二種荷主
連鎖化事業者

【各部門間の連携促進】



発荷主の協議申
出に応じるととも
に、必要な協力
を行う義務

・貨物の受渡日
・貨物の受渡時刻
・貨物の受渡を行う時間帯
協議したい

第一種荷主 第二種荷主
連鎖化事業者
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積載率向上に向けた努力義務(判断基準)の例⑤
第一種荷主が貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯につい
て協議を申し出た場合の協力。

第二種荷主
連鎖化事業者

【第一種荷主が協議を申し出た場合の協力】



国土交通省トラック荷主特別対策室主催のオンライン説明会は毎月1回実施します。
次回開催日時は 令和7年12月24日（水）10:00～、15:00～です。
以下のリンクから事前登録が可能ですので、よろしくお願いします。
ご説明する項目は、ご登録いただいたメールアドレス宛にお知らせいたします。

国土交通省トラック荷主特別対策室主催
「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」【第29回】問題意識登録フォーム

https://forms.office.com/r/Ly8aPynkhz

ご清聴ありがとうございました。

最後にお知らせ
【アンケート協力のお願い】 最後に以下のリンクから簡単なアンケートにご協力ください。

https://forms.office.com/r/HywcuLVdq4
ご意見は、わかりやすく有益な情報を次回以降の説明会でご提供できるよう活用させていただきます。

情報提供も引き続き募集中です！ 物流効率化、運賃交渉の成功・失敗事例のほか、物流関係システムやサービス、
金融、燃料、各種サプライヤー等、物流関係であればジャンルは問いませんので、積極的に御連絡ください。
（連絡先）082-228-3438（事務局：中国運輸局自動車交通部貨物課） cgt-chugoku-kamotsu@gxb.mlit.go.jp

今後も有益な情報を発信し、全国の皆様の集いの場となるよう運営して参ります。引き続きよろしくお願いします。
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